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決議 

指導する。 

１０． 締約国が各国においてラムサールと地球環境ファシリティーに対する取り組み方を協調させることを要請す

る。 

１１． ラムサール締約国でその対象とされる国々が、それぞれの領域内で１９９７－２００２年戦略計画を実施でき

るよう、地球環境ファシリティーが直接的支援を提供することを要請する。 

決議Ⅵ．１１ 締約国会議の決議勧告の整理統合 

１． ブリスベン市での第６回締約国会議までに、１８の決議と７２の勧告が採択されており、ブリスベン会議でさら

に多くの決議勧告が採択されていることに注目し、 

２． 締約国に利用される参考資料として、これらの決議勧告を定期的に編纂するために、多大な努力が払われ

ていることを意識し、 

３． 同様の目的のために、これまでの一連の締約国会議で採択された決議勧告を統合する必要性があることを

認識し、 

４． さらにこのような決議勧告の統合をテーマ別に行うことにより、これらの文書の内容、意志表示、歴史的な流

れ、潜在的な見落としや重複について認識や理解を著しく高めることができ、ひいてはラムサール条約の「１９９７

－２００２年戦略計画」の実施に多大な貢献をすることになると認識し、 

５． ラムサール事務局によってそれぞれ１９９４年と１９９５年に発行された「ラムサール条約マニュアル」と「ラムサ

ール条約の法的発達」と題する出版物が、決議勧告の統合のための価値ある参考文献としての役目を果たすこ 

とに注目し、 

締約国会議は、 

６． これまでの締約国会議と今回の会議で採択された決議勧告を、本決議に添付されている付属書に並べられ

た事項、また適切な場合には他のテーマに沿って統合した書類を準備することを決定する。 

７． 事務局に対し、科学技術検討委員会および適切な場合には他の法律専門家と協議の上、次回締約国会議

で条約の公式文書として採択することを検討するために、ラムサール決議勧告の統合した書類を準備するよう指

示する。 

８． 常設委員会に対し、決議勧告統合のための必要な措置を計らい、進展の検討を行うよう命ずる。 

決議Ⅵ．１１の付属書 

ラムサール条約決議勧告統合のための項目 

以下の項目は、１９８０年の締約国会議（イタリアのカリアリー）から１９９６年の締約国会議（オーストラリアのブリス

ベン）まで計６回におよぶ会議の決議勧告を、テーマ別に編纂する際に考慮されうるものである。 

（ａ） 登録湿地選定のための基準およびガイドライン 

（ｂ） 賢明な利用の概念の定義、ガイドラインおよび追加手引き 
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（ｃ） 登録湿地および他の湿地における生態学的特徴の変化を特定し、報告し、モニタリングを行うための定義と

ガイドライン 

（ｄ） 登録湿地および他の湿地における管理計画策定（湿地ゾーニングを含む）のためのガイドライン 

（ｅ） 条約と、多国間開発銀行、地球環境ファシリティー、ニ国間開発援助計画を含む開発援助機関との関係 

（ｆ） 条約の機関である常設委員会、科学技術検討委員会、事務局の業務内容および運営方法 

（ｇ） 条約の機構である「ラムサール条約湿地の保全および賢明な利用のための小規模助成基金」や「モントル

ーレコード」等の実施のための運用手続きおよびガイドライン 

決議Ⅵ．１２ 国家湿地目録および登録候補地 

１． 締約国会議で採択された選定基準に照らして国際的に重要である湿地を特に示す、国家湿地目録の準備

を奨励する勧告４．６および決議５．３を想起し、 

２． 条約のもとで賢明な利用の義務を実施する際助けとなる、湿地資源の包括的な目録の価値に注目し、 

３． さらに条約の下での登録湿地の候補となりうる湿地を認識することの価値を重ねて注目し、 

締約国会議は、 

４． 科学的な国家湿地目録を準備し改訂する際に全ての湿地を含むよう、締約国に奨励する。 

５． 各締約国に対し、締約国会議で承認された選定基準に合致する湿地を正式に確認することを要請する。 

決議Ⅵ．１３ ラムサール登録湿地に関する情報の提出 

１． 登録湿地の変化やその兆候に関する情報を遅滞無く条約事務局に提出することを求める条文第３条２を想

起し、 

２． さらに、特に登録湿地あるいはその周辺の影響を及ぼしかねない人為干渉や脅威についての情報を含んだ、

登録湿地の完全な情報シートを提出することを締約国に求めている決議５．３を重ねて想起し、 

３． 今回の会議に国際湿地保全連合（ウェットランド・インターナショナル）が提示した登録湿地データベースに

保持されているデータの分析に感謝をもって留意し、 

４． 締約国が提出した地図や記載がしばしば不充分な質であったという、今回の会議に提出された報告に憂慮

し、 

５． 条約の効果的な履行のためには、勧告４．７で是認され決議Ⅵ．５で改訂された『登録湿地のインフォメーシ

ョンシート』および『湿地タイプの分類システム』を用いた、登録湿地の地図と記載の提出が必要であることを確信

し、そして 

６． さらに登録湿地が直面しているさまざまなタイプの脅威の構成に関しても、登録湿地と未登録湿地の状況の

比較に関しても、現在の登録湿地データベースに保管されるデータからは結論を導き出せないことに重ねて留意

し、 
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